
平成２８年熊本地震にかかる 
災害復旧資金（長期運転資金）の 
ごあんない 

 平成２８年熊本地震により、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げ
ます。 
 独立行政法人福祉医療機構では、被災地の皆さまの復興を支援するため、
この度、融資率の引上げ、３年間に渡る無利子貸付制度の創設など、通常の
災害復旧資金の融資条件に更なる優遇措置を講じております。 
 これからも、被災地の皆さまの復興支援に全力で取り組んで参ります。 

１．ご利用いただけるお客さま 
 平成２８年熊本地震により被災された医療従事者養成施設（次のもの）の事業者 
    助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学士、義肢装具士、救急救命士 
      及び歯科衛生士を養成する施設 

  〒５４１－００５４ 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４ イトゥビル３階 
            独立行政法人福祉医療機構 大阪支店医療審査課  

３．ご融資の概要 
 長期運転資金（賞与等の人件費など） 

医療貸付事業 

福祉医療機構 

２．ご融資の窓口 
 独立行政法人福祉医療機構 大阪支店 医療審査課 融資相談係 
  ＴＥＬ：０６－６２５２－０２１９ （受付時間：平日9：00～17：00） 
  ＦＡＸ：０６－６２５２－０２４０／メール：wam_oosaka01@wam.go.jp 

養成施設 



長 期 運 転 資 金 

ご支援の内容 ～復興のための経営資金の確保～ 

  ご不明な点はこちらまで→０６－６２５２－０２１９ （福祉医療機構 融資相談窓口直通） 

養成施設 

貸 付 条 件 

貸付限度額 ２４０万円（※１） 

償還期間 
（据置期間） 
       （※２） 

１５年以内（３年以内） 

 貸付利率 
（※３） 

《当初３年間》 無利子 
《４年目以降》 基準金利同率 

担 保 無担保 

保証人 
「保証人不要制度」又は「個人保証」の 
いずれかを選択 （※４） 

※１ 所要額の100％または貸付限度額のうち、低いものが貸付金額です。 
※２ 償還期間が１０年以内の場合については、据置期間は２年６か月以内となります。 
※３ 貸付利率は、契約締結時点の利率が適用になります。貸付条件によっても異なりますので、 
   詳細はお問い合わせください。 
※４ 保証人不要制度を利用する場合は、貸付利率に0.15％が上乗せされます。（無利子の期間 
   は0.15％となります。） 
 
（注意点） 
 １．被害に関する証明書等が必要になります。ご用意にお時間がかかる場合には、ご相談ください。 
 ２．ご融資には審査があります。 


